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　植物油は国際貿易、環境問題、エネルギー利用など多様な領域と結びつく商品です。今号では、経済学的視点に基づき、政治経済学的な研究、需給モ
デル、消費者選好モデルの三つの側面から植物油についての先行研究を整理しました（関連記事：６～７ページ）。
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巻頭言

　今年で後期高齢者に移行することもあって、来し
方を振り返る気持ちが強くなった。学生の指導を思
い起こすと、講義やゼミや論文への助言はルーチン
として取り組んでいたわけだが、そのほかに学生た
ちと現地調査に訪れたこともよく覚えている。調査
ではなく、田植や稲刈でともに汗を流すこともあっ
た。長野県飯山市の山間部の水田には、東京大学・
名古屋大学の大学院のゼミ生などと10年以上通っ
た。地元農家と都会の人々の交流の場として企画さ
れた「蛍の宿を守る会」に参加するかたちであり、
いわば泊りがけの農作業体験だった。
　学生とともに訪れた現地調査には、海外渡航の
ケースもあった。かつて私が所属した研究チーム
は、中国の雲南省の農村部に何度も足を運んだが、
ゼミの大学院生が同行したことも複数回あった。欧
米の先進国、とくに西欧での調査研究に大学院生が
足を運んだこともある。イギリスやドイツ、フラン
スなどで、助教クラスの若手研究者が手伝ってくれ
た訪問もある。大学院生などの若者が同行というわ
けだが、そのさいに何か課題を与えていたわけでは
ない。私自身の取り組みや私の所属する研究チーム
の活動に身近に接してもらうこと。これが同行を促
したねらいであった。過去に体験したことのない環
境に身を置いてみることに意味があるとの判断が
あった。
　これは私自身の若かりし頃の経験から得られた思
いにほかならない。新たな環境との出会いによっ
て、それまでは考えつかなかった問題意識が生まれ
たのである。ここが大切だと思うのだが、別の発想
を得ることを目的として新たな環境に身を置いたわ
けではない。ふたつの転機を紹介しておく。ひとつ
は1981年に鴻巣に本部のあった農事試験場から札
幌の北海道農業試験場に転勤したことだった。兼業
農家が多数派の関東東海のフィールドから離れ、専
業中心の北海道での調査研究に従事することになっ
た。ただし、このような研究テーマの転換を想定し
て異動したのではない。ある晩、それまでは存じ上
げなかった北農試の研究室長から「北海道に来ない
か」との誘いの電話をいただき、その場で「行きま

す」と返答したことを
覚えている。
　専業農家の経営行動
を定量的に分析する仕
事に取り組んだわけだ
が、農家の判断と行動
が合理的であることを
痛感する結果となっ
た。それだけではな
い。鴻巣時代には兼業
農家のヒアリングを夕
食後の時間帯に行うこ
ともあったのだが、田植機の普及や就業機会の立地
分布などの異なる条件下において、兼業農家の判断
も合理的との認識を持つことになった。新たな環境
には以前の環境下の問題意識に変化をもたらす効果
もある。
　もうひとつの転機は、1990年度にイギリスのケ
ンブリッジ大学で客員研究員として過ごしたことで
ある。これも研究テーマがあって手を挙げたわけで
はない。大学に転勤後、学会の事務局担当などで疲
弊している小生を見かねた先輩教授の配慮によっ
て、海外滞在の機会をいただいた。研究プランなし
の滞在となったが、当時はウルグアイラウンドの進
展のもとで共通農業政策の改革の検討が進みつつ
あった。ECの政策についてイロハから学ぶことに
なり、誠に充実した１年となった。従前の環境下で
漠然と認識していた日本の政策についても、ECで
得られた観点から研究に取り組むことになった。こ
れも別の環境に身を置くことで新たな着眼やアイデ
アが生まれた経験であろう。
　研究者として歩んでいる元ゼミ生には、私ととも
に接する機会のあった国を対象とする調査研究に打
ち込んでいるケースもある。あるいは飯山を学生の
現場指導の場として活用している元ゼミ生もいる。
ある卒業生は飯山の集落に移り住んでいる。繰り返
しになるが、別の環境に身を置くことで新たな着眼
やアイデアが生まれることもある。こんな思いも間
違いではなかったと振り返る今日この頃である。

別の環境に身を置いてみる
公益財団法人 日本農業研究所　理事・研究員（東京大学・福島大学　名誉教授）

　 生源寺　眞一
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研 究 成 果

　本研究では、新規食品にかかる日本の規制の検討に資する参照基準としてEUの規制を取り上げ、上市に
向けた審査の期間の挙動を分析しました。64件の認可事例を用いた検証の結果、ナノテクノロジーの使用
といった商品属性が認可決定の段階で政治的論争を招き審査を遅延させるとの先行研究の仮説は支持され
ず、審査の長期化は主に安全性評価の段階で生じることが示唆されました。

　この定めについては、一部の研究者から、認可の
意思決定に市民感情が介在する余地を残すと見られ
ています。そのため、社会的な論争のあるナノテク
ノロジーのような技術が採用されている等、商品の
属性によっては、意思決定の際に政治的な論争が起
こり、認可の手続きが著しく長期化することが懸念
されているのです（Holle, 2018）。本研究では、こ
うした懸念を検証すべく、新規食品の商品属性と、
認可に向けた審査期間との関係を分析しました。

２．方法論
　新規食品の認可の手続きのうち、上記の①を「申
請内容の確認期間」（P1）、②を「安全性評価期間」
（P2）、③を「CIRの検討期間」（P3）とし、これら
の期間の合計を「全審査期間」（TP）とします。新
規則の条文上、「他の正当な理由」の考慮は、③の
「CIRの検討期間」で求められるため、仮にナノテ
クノロジー等の商品属性が、政治的論争を意思決定
に持ち込むとすれば、P3を延長させることで、TP
を長期化するとの仮説を置くことができます。
　本研究では、この仮説を検証するために、まず、
2018年の新規則の施行後に上市の申請がなされた
新規食品について、その認可に関するCIRを調査
し、2025年９月３日までに認可された64件を分析
対象に設定しました。これらは、細菌由来（15件）、
植物由来（14件）、化学合成由来（10件）、菌類由
来（８件）、藻類由来（７件）、昆虫由来（７件）、
畜産物由来（２件）、鉱物由来（１件）から構成さ
れます。次に、新規食品の安全性評価の進捗状況を
公表するEFSAのウェブサイト（Open EFSA）や、
EFSAの科学的意見を記した論文（EFSA Journal）、
CIRの記載内容を精査し、分析対象の商品情報や生
産方法、審査手続の履歴をデータとして抽出しまし
た。その上で、このデータをもとに、審査における
ナノ粒子にかかる懸念の指摘の有無や、品目といっ
た商品属性の観点から新規食品を分類し、P1、P2、
P3、TPを算出しています（１）。最後に本研究では、

EUにおける新規食品の認可にかかる 
審査期間の長期化の要因分析

食料領域　主任研究官 山本　祥平

１．はじめに
　近年、持続可能な食料の供給が課題となるなか、
植物肉や培養肉等の代替タンパク質が、環境負荷を
抑える観点から注目されています（OECD, 2022）。
その一方で、代替タンパク質のなかには、従来とは
大きく異なる製造方法で作られ、社会での消費の歴
史を持たない食品も含まれます。こうした食品は
「新規食品」と呼ばれ、その安全確保が国際的に関
心を集めています（CAC, 2021）。
　新規食品の安全確保に向けて、諸外国は制度設計
を進めており、日本でも、2022年から培養肉の規
制のあり方が政府で議論されています。しかし、日
本では、どのような仕組みが妥当かの結論は得られ
ておらず、培養肉以外の新規食品に規制を拡大すべ
きかについても、議論の余地が残されています。
　今後、日本の新規食品規制の検討を進める上で
は、諸外国の規制との調和も考慮される必要があり
ます。特に、欧州連合（EU）は、国際的な規制の
枠組みの形成に強い影響力を持つため（Bradford, 
2020）、その規制は、重要な参照基準となるでしょ
う。その反面、EUの新規食品の規制をめぐっては、
1997年に上市の認可制が導入されて以来、事業者
の負担等の点で懸念が示されています（Hyde et 
al., 2017）。
　この懸念は、2015年に制定されたEUの新たな新
規食品規則（規則2015／2283：新規則）でも解消
されていません。新規則では、新規食品の上市の際
には、事業者が欧州委員会（EC）に申請した後に、
①ECによる申請内容の確認と欧州食品安全機関
（EFSA）への諮問、②EFSAによる安全性評価と科
学的意見の採択、③認可に関するECの委員会実施
規則（CIR）案の立案と常設委員会での採択が行わ
れます。その上で、③のCIR案の立案時には、EC
は、申請食品の安全性やEFSAの科学的意見に加え
て、「他の正当な理由」の考慮を要すると定められ
ています。
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算出結果をもとに、TPとP3に影響すると仮定され
る商品属性を特定して説明変数に据え、TPとP3を
被説明変数とした回帰分析を行いました。なお、回
帰分析では、結果の頑健性を担保するために、ロバ
スト標準誤差を用いて推定しています。

３．分析結果
　本研究の分析によると、64件の分析対象のTPは
平均で1,145日でした。また、審査の各段階は、平
均でP1が205日、P2が689日、P3が251日であり、
P2がTPの60%を占めていました。
　分析対象の商品属性を考慮すれば、EFSAの安全
性評価のなかで食品中のナノ粒子の挙動への懸念が
示された案件（ナノ懸念案件：４件）では、TPは
平均で1453日であり、懸念の示されなかった案件
（対照群）よりも328日ほど長くなっていました。
ただし、ナノ懸念案件のP3の平均値は、対照群に
比して3.5日ほどの遅延に留まります。一方、分析
対象の品目別に算出すると、TPの平均値は細菌由
来の食品で917日と最短であり、昆虫由来の食品で
1,374日と最長でした。また、昆虫由来の食品では、
TPの最小値も1,050日となるなど、全般的に審査が
長期化していますが、P3の平均値は分析対象の全
体平均に比して30日ほど長い水準に留まっていま
す。その反面、昆虫由来の食品のP2は平均で854日
と、全体平均よりも165日ほど長い水準です。
　さらに、新規食品がナノ懸念案件、細菌由来の食
品、昆虫由来の食品に該当するか否かを説明変数と
し、TP、P3を被説明変数として回帰分析を行った
ところ、以下の結果が得られました（表１）。すな
わちTPを被説明変数とした場合には、新規食品が
ナノ懸念案件に該当するかはTPとは有意な関係を
示さない一方で、新規食品が昆虫由来であることは

TPを27%ほど有意に延長します（p＜.001）。加え
て、新規食品が細菌由来であることは、TPを17%
ほど有意に短縮しました（p＜.001）。
　しかし、P3を被説明変数とした場合には、これ
ら３つの説明変数はP3とは有意な関係を示しませ
んでした。回帰分析のモデルの適合度を示す指標
（調整済み決定係数）が負の値であることからも、
モデルは十分な説明力を持たないと考えられます。
　以上の分析からは、新規食品の品目が審査期間に
影響する反面、新規食品がナノ懸念案件であって
も、統計学的には審査期間に影響を及ぼしていると
は言えないことが示唆されました。また、品目が審
査期間を延長するとしても、それは、CIR案の検討
期間の長期化というよりは、むしろ安全性評価の期
間の長期化を経て生じるものであり、本研究で示し
た仮説の当てはまりは悪い結果となっています。つ
まり、EUの新規食品規制における審査期間の長期
化は、政治的な論争の介在し得るCIR案の検討の段
階よりも、科学的な安全性評価の段階に強く依存し
ている可能性があることがわかりました。
　ただし、本研究では、分析対象となったサンプル
数が少ない上、申請後に審査が完結していない案件
や却下された案件は、データの制約から分析に組み
込まれていません。その意味において、結果の頑健
性には課題がある点に留意が必要です。

（1）社会的な論争を伴うナノテクノロジーの利用の観測は難し
いため、本研究では、EFSAの安全性評価で食品中のナノ粒
子の挙動に関する懸念の明示の有無を、ナノテクノロジー
利用の代理指標としています。

（参考文献）
Bradford, A. （2020） The Brussels Effect: How the European 
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Nov. 2021.

Holle, M. （2018） Pre-Market Approval and Its Impact on Food 
Innovation: The Novel Foods Example, Bremmers, H., Purn-
hagen, K.（eds.）, Regulating and Managing Food Safety in 
the EU: A Legal-Economic Perspective, Cham: Springer In-
ternational Publishing: 291-330.

Hyde, R., Hartley, S., and Millar, K. （2017） European Novel 
Foods Policy at a Critical Juncture: Drawing Lessons for Fu-
ture Novel Food Governance through a Retrospective Ex-
amination of Regulation 258/97. Food and Drug Law Journal 
72（3）：472-505.

OECD （2022） Meat protein alternatives: Opportunities and 
challenges for food systems’ transformation （OECD Food, 
Agriculture and Fisheries Papers No. 182）, OECD Food, Ag-
riculture and Fisheries Papers.
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表１　TP、P3を被説明変数とした回帰分析の推計結果
被説明変数 log（TP） log（P3）

説明変数 回帰
係数

標準
誤差

回帰
係数

標準
誤差

切片 6.51 ＊＊＊ 0.03 5.29 ＊＊＊ 0.04
ナノ懸念案件ダミー 0.09 0.10 -0.10 0.33
昆虫由来食品ダミー 0.24 ＊＊＊ 0.06 0.05 0.15
細菌由来食品ダミー -0.18 ＊＊＊ 0.04 -0.03 0.08
認可年ダミー（2020） 0.11 ＊ 0.05 0.21 0.11
認可年ダミー（2021） 0.27 ＊＊＊ 0.04 0.14 0.08
認可年ダミー（2022） 0.29 ＊＊ 0.09 0.19 ＊ 0.07
認可年ダミー（2023） 0.54 ＊＊＊ 0.03 0.23 ＊＊ 0.07
認可年ダミー（2024） 0.83 ＊＊＊ 0.06 0.20 0.10
認可年ダミー（2025） 0.94 ＊＊＊ 0.08 0.38 ＊ 0.17
注：１）�***、**、*は各々0.1%、１%、５％の水準で有意であるこ

とを示している。
　　２）�TPの自然対数を被説明変数としたモデルの修正済決定

係数は0.77である。
　　３）�P3の自然対数を被説明変数としたモデルの修正済決定

係数は-0.07である。
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研 究 成 果

　世界的な人口増加や地球温暖化の進行を背景に、将来の食料供給の在り方が課題となっています。そこで
従来の食肉に代わる「代替タンパク質」が、食料不足や環境問題への対応策の一つとなっています。この代
替タンパク質について、日本の消費者がどうとらえているのか調査しました。

しやすく、また多くの消費者にとって身近な食品で
あることから選ばれました。
　従来の牛豚の合いびき肉を用いたハンバーグを、
植物由来、細胞由来、菌類由来、昆虫由来の代替タ
ンパク質を用いたハンバーグと比較し、価格、国
産・輸入の別、代替肉と従来肉の混合率、安全性表
示、健康に関する表示（低カロリー・低コレステ
ロール）のそれぞれについて消費者がどの程度付加
価値を感じているかを分析しました。また、代替肉
のハンバーグは外見、味、食感など、知覚できる全
てが従来のハンバーグと全く変わらないという前置
きで行われました。

３．調査結果

（１）代替タンパク質に対する評価
　分析の結果、日本の消費者は全体として代替タン
パク質に対して慎重な評価を示していることが明ら
かになりました（図２）。最も評価が高かった植物
由来タンパク質であっても、従来の食肉と比べると
大きく低く評価されました。細胞由来や菌類由来の
代替タンパク質はさらに評価が低く、昆虫由来タン
パク質については、お金をもらっても食べることを
躊躇するという結果になりました。これらの結果
は、代替肉が依然として市場に十分浸透していない
という先行研究の指摘とも整合的です（Ahmad et 
al., 2022）。特に昆虫由来タンパク質に対して強い

日本の消費者は代替タンパク質を 
どう評価しているのか

食料領域　主任研究官 若松　宏樹・研究員 丸山　優樹・主任研究官 山本　祥平

１．はじめに

　世界的な人口増加や地球温暖化の進行を背景に、
将来の食料供給の在り方が課題となっています。特
に牛や豚などの従来の食肉生産は、温室効果ガスの
排出や土地・水資源の大量利用といった点で環境負
荷が大きいとされています。このような問題意識の
中で、従来の食肉に代わる「代替タンパク質」が、
食料不足や環境問題への持続可能な食料システムへ
の対応策の一つとして国際的に注目されています
（FAO, 2021）。
　代替タンパク質には、大豆などの植物を原料とす
る植物由来のもの、動物の細胞を培養して作る細胞
由来のもの、きのこ類などの菌類由来のもの、昆虫
由来のものなどがあります（van der Weele et al., 
2019）。これらの代替タンパク質について、欧米や
中国の消費者に関しては多くの研究蓄積があります
が、日本の消費者について行われた研究はあまりあ
りませんでした（Takeda et al., 2023）。しかし、日
本は魚介類や大豆製品など多様なタンパク源を持つ
食文化を有しており、欧米諸国とは異なる知見が示
される可能性があります（原田, 2012）。この研究
では日本の消費者に先に挙げた代替タンパク質がど
の程度受け入れられるのを調査しました。

２．調査の方法

　全国の2,000名の消費者を対象にウェブ調査を行
いました。調査では「選択実験」という手法を用い
て代替タンパク質に対する消費者の選好を分析しま
した。選択実験は、価格や表示内容などが異なる複
数の商品案を提示し、その中からどれを選ぶかを回
答してもらうことで、消費者の評価を定量的に把握
する方法です（Train, 2012）。調査では、ハンバー
グを対象としました（図１）。ハンバーグは、挽き
肉料理で成形が自由であるため、代替肉との比較が

図１　選択実験に使われたハンバーグの写真
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忌避感が示されました点は、日本の消費者を対象と
した既存研究で示されてきた傾向とも一致していま
す（Takeda et al., 2023）。

（２）表示や付加価値の影響
　商品の表示内容も消費者評価に影響を与えていま
した（図３）。国産表示は輸入表示よりも高く評価
され、政府が認めた安全性表示は消費者の評価を有
意に高めました。一方で、民間団体による認証表示
は、消費者にあまり重視されていませんでした。こ
のような結果は、日本の消費者が未知性の高い食品
に対して、公的な保証を重視する傾向があることを
示唆しています。低カロリーや低コレステロールと
いった健康に関する表示は、代替タンパク質入りハ
ンバーグの評価を一定程度押し上げる効果がありま
した。
　また、ハンバーグの中の代替タンパク質の含有率

（混合率）の影響は小さいことが分かりました。つ
まり少しでも代替肉が含まれると評価は下がります
が、たとえ混合率が50%に高まったとして評価が
さらに大きく下がるわけではありませんでした。

４．おわりに

　本研究の結果から、現時点では代替タンパク質が
従来の食肉の代替として日本の市場に広く浸透する
状況にはないことが示されました。特に昆虫由来タ
ンパク質は、市場導入のハードルが非常に高いとい
えます。一方で、植物由来や細胞由来、菌類由来の
代替タンパク質については、価格や付加価値の示し
方次第で、一定の需要が生まれる可能性がありま
す。
　将来の食料供給を考える上では、代替タンパク質
のみを肉の代替ととらえるのではなく、魚介類や大
豆製品といった既存のタンパク源も含め、多様な選
択肢の中で位置付けていくことが重要だといえるで
しょう。
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図２　各代替肉の評価額

図３　各購買要因などの評価額
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研究レビュー

　植物油は、食料分野にとどまらず、国際貿易、環境問題、エネルギー利用など多様な領域と結びつく重要
な産品です。その生産・流通・消費構造は、国際政治経済や市場動向、消費者行動の変化によって規定され
てきました。本稿では、経済学的視点に基づき、政治経済学的研究、需給モデル、消費者選好モデルの三つ
の側面から植物油研究の先行研究を整理し、今後の研究課題を展望します。

これらの研究は、植物油の需給や貿易を単なる市場
メカニズムとして捉えるのではなく、国家・企業・
農家といった主体の力学、さらには国際政治経済構
造の変容の中に位置づけて分析している点に特徴が
あります。
　平賀（2019）は、日本の植物油産業の発展を対象
にフードレジーム論の枠組みを援用し、近代的な植
物油供給体制がいかに形成されてきたのかを明らか
にしています。とくに戦後日本における菜種油、大
豆油の消費拡大と流通構造の変化に焦点を当て、国
内消費の拡大が国際的な原料供給ネットワークの構
築とどのように結びついたのかを検討しています。
　一方、張ら（2024）は、より広い視点から東ア
ジアの主要国における国家・企業・農家の行動様式
に注目し、世界の大豆需給および貿易構造の変化を
包括的に分析しています。本書は、中国や日本と
いった主要輸入地域と、主要輸出国であるブラジル
との関係性に焦点を当て、国際的な大豆経済の構造
転換を明らかにしています。本書が対象とする東ア
ジア地域には、樋口（2024）で分析される韓国を
はじめ、中国、台湾、日本が含まれます。これらの
国々では、経済成長期において、①植物油および飼
料用大豆ミールの需要増加、②大豆輸入量の拡大、
③国内大豆生産規模の縮小という三つの変化が、ほ
ぼ同時期に生じたことが指摘されています。こうし
た分析によって、地域ごとの大豆油需給の動向を把
握することができるようになっています。

３．需給モデルによる分析
　植物油に関する国際的な需給予測モデルとして
は、OECDとFAOが毎年共同で公表する「OECD-
FAO Agricultural Outlook（以下、Outlook）」が代
表的です。本報告書は植物油に特化したものではあ
りませんが、農業全体にわたる幅広い品目を対象と
し、「AGLINK-COSIMOモデル」と呼ばれる部分均
衡型の経済モデルを用いて、世界の食料需給を中長
期的に分析しています。筆者は2022年から2024年
にかけてOECDに派遣され、このモデルのデータ入

植物油に関する最近の研究動向

国際領域　上席主任研究官 樋口　倫生

１．はじめに
　植物油には、大豆油や菜種油、オリーブ油、ココ
ナッツ油、パーム油など多様な種類があります。こ
れらは、家庭での調理油をはじめ、加工食品、外食
産業、製菓・製パン分野など、私たちの食生活を支え
る基礎的な食材として広く利用されています。近年
では、植物油を原料とするバイオディーゼル燃料の
利用が進むほか、化粧品や医薬品分野でも需要が拡
大しており、植物油は食料分野にとどまらず、工業・
エネルギー分野においても重要性を増しています。
　一方で、植物油をめぐる生産・流通・消費の構造
は、国際価格の変動、貿易政策、気候変動、健康志
向の高まりなど、さまざまな要因の影響を受けてい
ます。とくに、パーム油生産に伴う森林破壊や、大
豆生産拡大による土地利用変化、国際紛争や輸送コ
スト上昇による市場の不安定化は、環境問題やサプ
ライチェーンの持続性と密接に関係しています。こ
のように、植物油をめぐる課題は、単なる農産物の
需給問題を超え、環境・社会・経済が交錯する複合
的な問題として捉える必要があります。
　こうした状況を踏まえると、植物油の分析には単
一の学問分野だけでは十分に対応できません。その
ため、これまで植物油に関する研究は、経済学、社
会学、食品科学など多様な分野で蓄積されてきまし
た。本稿では、経済学に焦点を当て、とくに、①政
治経済学的視点、②需給モデルを用いた分析、③消
費者選好モデルの三つの側面から、先行研究の動向
を整理します。これら三つの視点は、植物油の生
産・流通・消費構造を多角的に理解するうえで不可
欠であり、今後の研究を展望する際にも有用な枠組
みとなります。とりわけ、本稿で取り上げる三つの
側面は、政策議論や企業戦略の分析とも接続しうる
点で意義があります。

２．政治経済学的な研究
　植物油を対象とした政治経済学的研究としては、
平賀（2019）および張ら（2024）が代表的です。
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力や計算作業に直接関わっていました。同モデル
は、経済成長率や人口動態、各国の農業政策、技術
進歩といったマクロ経済要因を組み込みながら、主
要農産物の生産量、消費量、貿易量および価格動向
を体系的に予測する点に特徴があります。
　最新の「Outlook」では、植物油に加え、大豆を
はじめとする油糧種子やプロテインミールについて
も、生産、消費、貿易および価格の中期的な見通し
が示されています。報告書によれば、2025年から
2034年にかけて、世界の植物油市場では引き続き
堅調な需要拡大が見込まれています。とくに中所得
国では、所得水準の上昇に伴う食生活の多様化や人
口増加を背景に、植物油需要の増加が予測されてい
ます。また、低所得国においても人口増加が続くこ
とから、世界全体の需要を押し上げる要因になると
見込まれています。一方で、アブラヤシやその他の
油糧種子の生産については伸び悩む可能性が指摘さ
れており、このことが中期的には植物油価格に対し
て緩やかな上昇圧力として作用するとの見通しが示
されています。
　このように、「Outlook」に基づく需給モデル分
析は、植物油市場の中期的な動向を把握するうえで
不可欠な枠組みであり、国際的な生産・貿易構造の
変化を理解するための重要な基礎資料として、政策
立案者や研究者から高い信頼を得ています。

４．消費者選好モデル
　植物油の需要分析では、消費者選好に着目した研
究も重要です。前節で扱った需給モデルでは、消費
者の選好は同一であると仮定され、需要は主に価格
や所得によって説明されます。しかし実際の購買行
動では、安全性や栄養価、味、産地など多様な属性
が考慮され、消費者の評価軸は一様ではありませ
ん。このため、製品属性ごとに消費者の選好構造を
明らかにする分析手法が求められています。
　こうした文脈で注目されているのが、ベスト・
ワースト・スケーリング（Best-Worst Scaling：
BWS）分析です。BWS分析は、複数の属性からな
る選択肢集合を提示し、最も重視する属性と最も重
視しない属性を選択してもらうことで、各属性の相
対的重要性を推定する手法です。
　植物油にBWS手法を適用した研究は、菜種油を
対象とした樋口ら（2026）を除くと、主としてオ
リーブ油に関する研究が蓄積されています。例え
ば、Dekhili et al. （2011）はチュニジアとフランス
の消費者を比較し、フランスでは味、エキストラ
バージン表示、公的地理的表示が重視される一方、
チュニジアでは味、産地、有機ラベルが重視される
ことを明らかにしています。さらに、Pérez y 
Pérez and Gracia（2023）やYagi et al. （2025）な

どの研究を総合すると、国や文化的背景によって重
視される属性には一定の差異がみられます。一方
で、味、原産地、種類、価格といった製品属性は共
通して重要視されるのに対し、パッケージやブラン
ドの重要度は相対的に低いという共通点が確認され
ます。これらの知見は、植物油の購買行動の多様性
と、その背後にある文化的・社会的要因を理解する
うえで重要な示唆を提供しています。

５．おわりに
　本稿では、植物油をめぐる研究を、政治経済学的
視点、需給モデル、消費者選好モデルという三つの
側面から整理しました。政治経済学的研究は、植物
油の流通や消費を国家政策や国際貿易構造の中で捉
えることの重要性を示しています。需給モデル分析
は、グローバル市場における中期的な見通しを明ら
かにしてきました。さらに、消費者選好モデルは、
需要の背後にある「選ばれる理由」に着目し、ミク
ロレベルでの購買行動の多様性を明らかにしていま
す。
　今後の課題としては、これら三つの分析視点を統
合し、国際的な需給構造の変化が消費者行動にどの
ような影響を及ぼすのか、また企業や国家の戦略が
消費者選好の形成にどのように関与しているのかと
いった、ミクロとマクロを結びつける研究を進めて
いくことが挙げられます。あわせて、オリーブ油以
外の植物油、すなわち菜種油、大豆油、パーム油な
どに焦点を当てた消費者分析のさらなる充実も重要
であると考えられます。植物油は、食料・経済・環
境を相互に関連づけるグローバルな産品であり、今
後も多角的な視点からの研究の深化が期待されま
す。
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　米国プリンストン大学のアフリカ文学・比較文学
の教授であるWendy Laura Belcherによる“Writing 
Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to 
Academic Publishing Success”は、国際学術雑誌で
論文を出版するための「ゲームのルール」を詳述す
る書籍です。主な読者として米国の人文社会科学分
野の大学院生や若手研究者を想定していますが、英
語論文を国際誌で発表したい米国外の研究者が様々
な指針を得るためにも参考になると言えます。ま
た、『まったく新しいアカデミック・ライティング
の教科書』（阿部幸大著）では、本書のタイトルを
『12週間でジャーナル論文を書く』と訳し、アー
ギュメントの説明の中で引用しています。
　本書は、2009年に出版された初版の改訂版にな
ります。改訂には、初版に寄せられた読者の感想も
反映されており、学問分野内の特定分野を対象とす
る米国の査読誌への出版を優先しすぎているといっ
た批判があったことを著者は述べています。こうし
た指摘に応えるため、本書では、著者周辺の現状認
識に加えて近年の学術出版に関する研究も参照さ
れ、両論の併記や、曖昧な点に対しては納得しやす
い説明が随所に施されています。そのため、本書は
信頼性を高めながら、大幅な加筆がなされる結果と
なりました。
　具体的な構成としては、修士論文や学会発表原
稿、授業で書いた小論文などの未出版の文章を、学
問分野内の特定分野を対象とする米国の査読誌に投
稿できるように推敲するための手順を、ルールの解
説や課題を含めた各週・段階で取り組む内容として
それぞれの章（Week 1など）に落とし込んでいま
す。また、査読誌の選び方や、厳しい査読意見への
対応といった論文の採択に向けて重要になる点にも
触れられています。
　本書では、論文が不採択になる理由を複数取り上
げていますが、そのなかでもアーギュメントの不十
分さ・欠如を第一に挙げ、最重視しています。アー
ギュメントとは、「相手を納得させる話し方」（本書
66ページ）で、相手が「本当にそうなのかと思っ
ていること」に向き合い、それに「答える根拠」も
あわせて伝えることです。本書ではWeek 2の章を
割き、問題点の記述との違いなど、アーギュメント

を成立させるための条
件を包括的に示してい
ます。そして、アー
ギュメントの書き方に
ついても分かりやすく
提示しています。こう
した構成は、アーギュ
メントを書く際には感覚的な調整や、慎重な確認が
必要であることを暗示していると言えます。つま
り、アーギュメントを明示し、一貫した査読論文を
書くことを伝えることはやはり簡単ではないことを
うかがわせています。
　同様に、気づきにくい点がパターン化されている
ところも、本書の強みになります。例えば、既存研
究との関連付けの書き方を３タイプ、研究の重要性
の示し方を10タイプに分類しています。ゆえに、
論文執筆から査読意見への対応まで、断片化された
考えや疑問点の多くを整理し直すうえで、本書は非
常に適していると言えます。
　本書を通じて、論文執筆が孤独な営みではないこ
とも強調されています。ほとんどの章で、関連する
内容について研究者仲間と話をする課題が設定され
ており、想定される読者の批判に向き合う箇所で
も、著者が軽快な文体を保っている姿勢には感心さ
せられます。また、引用が特定の研究者グループに
偏ったり、少数意見や海外の研究が引用から漏れた
りすることを防ぐため、引用価値（Citation Value）
についても議論されており、倫理的な研究のあり方
の現在地を感じさせます。
　このように、400ページに及ぶ本書は、国際学術
誌への投稿に必要なルールを網羅的にわかりやすく
記述しています。このため、若手研究者や、研究プ
ロジェクトに従事する研究者が国際発信に向けて論
文執筆から投稿に至るルールを確認する際に有用で
す。そして、アーギュメントを通じた発信は国際的
な議論の基礎にもなるため、本書は国際的な政策枠
組みをめぐる議論を海外の研究者と行う際にも有益
となります。

※書影の使用については、The University of Chicago Pressから
許可をいただきました。感謝申し上げます。

“Writing Your Journal Article in 
Twelve Weeks: A Guide to 
Academic Publishing Success” 
Second Edition
著者／Wendy Laura Belcher
出版年／2019年
発行所／�The University of Chicago 

Press

“Writing Your Journal Article in 
Twelve Weeks: A Guide to Academic 
Publishing Success”Second Edition
Wendy Laura Belcher 著
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シンポジウム概要紹介シンポジウム概要紹介

ない油脂などを基準としています。添加物は政府が
認める814種のうち、68種しか受け入れていませ
ん。里仁ブランドの商品は約700点に渡り、無添加
70%チョコレートや、卵の代わりに植物性原料を
使用したパイナップルケーキを含みます。商品開発
プロセスは、社会課題の解決と環境配慮の両立を意
識しています。
　一方、台灣主婦聯盟生活消費合作社（生活消費合
作社）は、2001年に全国組織化され、共同購入を
推進していますが、現在54店舗を展開し、組合員
数は約78,000人となっています。契約農家160戸、
加工業者200社を協力生産者と呼び、約1,500アイ
テムを取り扱っています。商品開発は組合員の参加
で進められ、無添加食品や、アニマルウェルフェア
の卵などに取り組んでいます。民主的で透明性の高
い運営を特徴とし、フードバンクの活用などで食品
ロスにも対応しています。一方、近年は専門店や
ECとの競合が課題となっています。
　考察から、量的拡大にはスーパーマーケットや量
販店が、質的な変化への対応には専門小売店、そし
て生協がそれぞれ重要な役割を果たしていることが
明らかになりました。里仁は生産者と連携、生活消
費合作社は共同購入・店舗販売から、有機農産品の
購入機会の提供に大きな役割を果たしています。

２．韓国における親環境農産物の流通およ
び消費動向：魏 台錫 氏（韓国農村振興
庁 農業経営革新課 課長）

　魏氏からは韓国における親環境
農産物（有機農産物および無農薬
農産物を含む）の政策、流通およ
び消費動向を中心とした発表がな
されました。親環境農産物の政策
としては、1994年に親環境農業
課を設置し、1997年に親環境農
業育成法の制定を通じて法的な枠組みが整備されま
した。2000年代以降は、生産中心から流通・消費
まで政策領域を拡大し、現在は第５次親環境農業育
成５か年計画で目標が設定されています。親環境農

１．台湾における多様な流通主体による有機
食品のフードシステム形成と課題：佐藤 
奨平 氏（日本大学 生物資源科学部 准教授）

　台湾の有機食品フードシステム
の形成には多様な主体が大きな役
割を果たしてきました。2014年
前後の食用油などについての事件
を契機に食品安全への意識が急速
に高まり、認証を受けた信頼性の
高い食品へのニーズが増加し、有
機食品の需要が拡大しています。また、ベジタリア
ンである仏教徒の存在も有機食品の消費を後押しし
ています。こうした状況の中で、台湾では2016年
からリスクマネジメントやトレーサビリティが政策
的に推進され、2018年には有機農業促進法が制定
されました。2021年に有機農家は4,000戸以上、有
機農地面積は10,000ヘクタールを超えており、その
面積比率は1.5％となっています。
　有機農産物・食品の購入先を見ると、スーパー
マーケット（41.8％）が中心的ですが、有機専門小
売店（23.1％）、量販店（21.9％）、伝統市場（7.4％）、
ファーマーズマーケット（2.8％）など、多元化・
多様化しています。消費者の価値意識はエシカル消
費やSDGs志向に基づいたサステナブル消費へと変
化しています。こうした価値意識の変化に親和性の
ある流通主体が、有機専門小売店や、生活協同組合
になります。
　台湾最大の有機専門チェーンである里仁事業股份
有限公司（里仁）は、仏教理念を背景に創業され、
134店舗を台湾で展開しています。年間売上は10億
台湾ドル（日本円で約50億円）以上と推定され、
加工食品がその約８割を占めています。里仁は台湾
産を重視し、300～400戸の台湾の契約農家と連携
して有機農産物のサプライチェーンを構築していま
す。また、加工食品については厳格な基準を設定
し、食品メーカーと契約し、意見交流や、製品の共
同開発を行っています。原料は遺伝子組換えではな
く、台湾産で有機・天然の原料、トランス脂肪酸が

　「有機農産物」への関心が国内外で高まる中、その普及を支える生産・流通・消費の仕組みや政策を国際
的視点から捉えることが重要です。本シンポジウムでは、東アジア地域の研究者が参加し、有機農産物フー
ドシステムをめぐる最新の取組と課題について報告と意見交換を行いました。

「東アジアにおける有機農産物フードシステムの現状と展望」
� 日時：令和７年12月15日（月）14：00～16：30（対面・オンライン開催）
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業の推進の観点として、①気候変動・炭素中立との
連携、②政策の持続性確保、③消費者参加の拡大、
④公益的機能の強調の四つが含まれます。一方で、
認証面積・農家数の減少、直接支払制度の据え置き
による農家負担の増加、生産コスト増大、価格に対
する消費者の抵抗感が近年の課題として指摘されて
います。親環境農産物の生産面積は減少しています
が、低農薬農産物が定義から除かれることで、有機
農産物の生産面積の比重が最近は増大しています。
　流通面では、最大の消費先は学校給食になりま
す。特にソウル市では学校給食への親環境農産物使
用が制度的に義務付けられ、重要な消費先となって
います。小売りでは、スーパー、量販店や、生協が
主要な流通経路となっていますが、生協の比率はそ
れほど大きく伸びてはいません。近年の大きな特徴
として、二重市場の片輪としてのオンライン流通、
とりわけオンライン注文による早朝配送市場の急成
長が挙げられ、若年層を中心に新たな消費チャネル
として重要性を増しています。卸売市場においても
親環境農産物の取扱量は緩やかに増加しています
が、キノコ類が特に高い比率を占めていて、品目の
偏りが大きくなっています。また、近年はローカル
の概念が距離より、信頼・顔の見える透明性中心へ
と転換していく点も特徴として指摘されました。
　消費動向を見ると、親環境農産物の購入経験者は
増加しており、国民的な認知度は高まっています。
しかし、有機農産物については、世帯別購買額と購
買頻度や支出額の伸びは比較的限定的で、価格の高
さが障壁となっています。特に生産者が期待する価
格と、消費者の支払い意思に基づく価格との違いが
大きく、これが生産・消費拡大を阻む要因とされて
います。消費者は健康や環境保全の価値は認識して
いるものの、農家所得向上との結びつきについては
十分ではないとのことでした。さらに、地産地消及
び公共調達の意味合いを持つ「地域農産物」の生産
が増えており、流通業界および消費者にとって、地
域農産物と親環境農産物の差があまり感じられてい
ないという課題も指摘されました。
　結論として、消費拡大のためには公共調達のさら
なる強化、情報提供、認証制度の整理、そしてオン
ライン市場への着目が重要になるとのことでした。

３．有機JAS認証が経営に及ぼす影響―農業法人を対
象とした販路選択及び財務成果の評価―：吉田 真
悟 氏（農林水産政策研究所 農業・農村領域 研究員）

　吉田氏からは、我が国における有機JAS認証が農
業経営に与える影響について、認証取得と財務的な
パフォーマンスの関係から検討した結果が発表され

ました。有機JAS認証は、登録認
証機関による検査を受けた場合に
のみ、「有機」、「オーガニック」
といった表示を可能にする強い効
力を持った認証と言えます。この
認証には、化学的に合成された肥
料・農薬の使用制限だけでなく、
圃場や収穫後の農産物の管理、そして、管理記録の
作成・保存などについて基準が定められています。
　我が国においては、認証農業者数は3,000件近く
まで増加しており、農業者全体の減少を踏まえると
健闘していると言えます。また、都道府県間のばら
つきが大きいことが指摘できます。有機農業推進法
の取組推進で認められる有機農業の取組面積のう
ち、有機JAS認証を受けた農地は63%で増加傾向で
すが、その割合は道半ばにあるとされました。
　有機農業の経営パフォーマンスの研究をレビュー
すると、国際的なメタ分析では、有機農業の人件費
は高いが、価格プレミアムが十分あり、収益性は有
機農業のほうが高いことが明らかとなっています。
ただし、作物や国の違いにより違いがあることが指
摘できます。特に、我が国においては研究結果がば
らついています。消費者側の分析においては、有機
JAS認証が購買意欲に与える影響は限定的でばらつ
きがある一方、鮮度や産地といった属性の重要性が
示唆されています。
　有機JAS認証と販路選択の関係について日本農業
法人協会の法人向けのアンケートデータを用い、
JAS有機法人、非JAS有機法人、非有機法人の三タ
イプを比較した結果、JAS有機法人では小売業者、
食品製造業・外食産業への出荷、また、直売所経営
が強みとなっていました。非JAS有機法人は、個人
消費者（直売所等）への出荷が特徴的で、JAS有機
法人と同様に個人消費者（オンライン）出荷の割合
も大きかったです。経営課題については、JAS有機
法人では価格下落への不安が小さい反面、流通コス
ト増大が経営課題として認識されていることも明ら
かになりました。
　加えて、有機JAS認証が最終的な財務パフォーマ
ンスに結びついているのかについて、価値創造プロ
セスの考えから分析を行った結果、JAS有機法人で
は非JAS有機法人と比較して、人的・知的資本、自
然・製造資本の蓄積・改善が確認され、財務成果へ
の総合効果では、売上高成長率や、労働生産性で正
で有意な関係を持ちました。一方、非JAS有機法人
では、効果は異なっていました。
　最後に、ヒアリング調査の分析から、有機JAS認
証は販路について強みがある一方で、輸送コストの
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パーを通じた消費拡大が進む一
方、我が国では普及水準は低い
が、お茶などは増加傾向にあると
指摘しました。我が国の有機農業
は依然ニッチ市場であり、社会的
価値の共有や、主体形成、認証取
得を動機付ける政策的な位置付け
と政策支援の連動が重要であると述べました。さら
に、生物多様性や地域資源の循環を恵みとする東ア
ジアモンスーンの有機農業の展望と、オーガニック
ビレッジを通じたフードシステムの地域的展開の重
要性が指摘されました。
　総合討論では、まず佐藤氏が、有機農業の普及に
おいて量的な拡大は量販店、質的な向上は非営利組
織・専門小売店が担い手になると述べました。続い
て魏氏は、韓国では学校給食での有機利用は限界に
近く、公共施設での利用拡大も簡単な状態とは言え
ないとし、直接支払い、消費者の理解醸成、卸売市
場における人材育成、オンライン流通の重要性を指
摘しました。吉田氏は、有機JAS認証は販路多様化
に寄与し、認証取得に伴う経営や環境に対する意識
の高まりが長期的な経営発展につながることへの期
待を述べました。松本氏は、有機農業をフードシス
テムとして捉えることで、食と環境を考える契機に
なると発言しました。
　今後は、本シンポジウムで共有された成果を踏ま
え、有機農業を「ニッチ市場」にとどめず、フード
システム全体としてどのように展開していくかを、
より立体的に検討していく必要があります。具体的
には、認証制度の位置付けや非価格価値の評価、量
販・専門小売・公共調達といった川下主体の役割分
担、生産拡大と担い手の持続性の両立、環境政策と
の統合、地域完結型と広域流通の最適な関係、さら
には消費者理解や国際比較を含む政策設計などが重
要な論点として挙げられ、これらの論点を横断的に
深めることが、有機農業フードシステムの発展に不
可欠であることなどが指摘されました。さらには、
欧州と異なる里山・里地をベースとした東アジア型
の農法形成とそれに基づく東アジア型有機農業確立
の必要性、そのための東アジアにおける有機農業関
連の実践・研究の連携の必要性が挙げられました。

※本報告の作成に際し、登壇者の先生方からコメントなどいた
だきました。誠にありがとうございました。

上昇や価格交渉力の低下、そして、認証を十分に活
かせない販路の存在などの課題があるという示唆が
得られました。結論として、有機JAS認証のメリッ
トを価格プレミアムのみに還元するのではなく、経
営の長期的な変化を促す制度として位置付け、その
効果を示すエビデンスを蓄積していくことが重要で
あると指摘されました。

４．日本の有機農業の現状と課題：松本 賢英 
氏（農林水産省 農産局農業環境対策課 課長）

　松本氏は、我が国の有機農業の
現状と課題について発表しまし
た。2006年に有機農業推進法が
制定され、環境保全型農業直接支
援対策を通じて有機農業を支援す
るようになりました。みどりの食
料システム戦略が2021年に策定
され、2050年に有機農業の耕地面積の25%、2030
年には63,000haというKPIを設定しています。2023
年時点で有機農業の耕地面積は34,500haまで拡大
しています。2024年に改定された食料・農業・農
村基本法では環境と調和のとれた食料システムの確
立が新たな理念として位置付けられています。
　生産面では、米においては栽培技術がおおむね確
立し、取組面積が増加しつつある一方、温暖化によ
る病害虫被害が課題となっています。他品目におい
ては、技術確立、普及が課題となっています。市町
村単位で生産から消費までの一貫した取組を推進す
るオーガニックビレッジは150以上となり、産地づ
くりが進んでいます。また、人材育成として、普及
指導員研修や農業大学校での有機農業のカリキュラ
ム化、民間指導団体への支援が行われています。
　流通では、ロット確保の難しさから物流コストが
高い点が課題であり、地域集荷のシステムや、卸売
市場を通じた流通実証の支援をしています。加工食
品では、有機茶や味噌・醤油などが中心となってい
ます。冷凍・カット野菜についても広げていくこと
が課題と言えます。
　消費面では、市場規模は拡大傾向にあるものの、
１人当たり購入額は欧米に比べ低水準です。学校給
食での利用が拡大しつつあり、国民理解の醸成が今
後の重要課題として示されました。

５．総括コメント及びディスカッション： 川
手督也 氏（日本大学 生物資源科学部 教授）

　川手氏は、日韓台における有機農業とフードシス
テムの国際比較を踏まえ、総括的コメントを行いま
した。韓国は学校給食、台湾は量販店・大手スー
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